
 

１ 調査の目的 

住宅・土地統計調査は、我が国における住宅及

び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並

びに住環境、現住居以外の住宅及び土地の保有状

況その他の住宅等に居住している世帯に関する

実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別

に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の

基礎資料を得ることを目的としている。 

昭和23年以来５年ごとに実施しており、平成25

年調査はその14回目に当たる。 

 

２ 調査の時期 

調査は、平成25年10月１日現在で実施した。 

 

３ 調査の地域 

全国の平成22年国勢調査調査区の中から全国

平均約５分の１の調査区を抽出し、これらの調査

区において平成25年２月１日現在により設定し

た単位区のうち、約21万単位区について調査した。 

また、東日本大震災に係る福島原発事故の影響

により、避難地域等に設定されている以下の地域

については抽出の対象から除外した。このため、

福島県に係る結果については、当該地域は含まれ

ていない。 

・全ての地域を除外 

楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、

葛尾村、飯舘村 

・一部の地域を除外 

田村市、南相馬市、川俣町、広野町、川内村 

 

４ 調査の対象 

調査単位区内から抽出した住宅及び住宅以外

で人が居住する建物並びにこれらに居住してい

る世帯を対象とした。 

 

５ 調査事項 

世帯に配布する調査票甲及び乙並びに調査員

が記入する建物調査票により、次に掲げる事項を

調査した。 

(1) 住宅等に関する事項 

ア 居住室の数及び広さ 

イ 所有関係に関する事項 

ウ 敷地面積 

エ 敷地の所有関係に関する事項 

 

(2) 住宅に関する事項 

ア 構造 

 

イ 腐朽・破損の有無 

ウ 階数 

エ 建て方 

オ 種類 

カ 建物内総住宅数 

キ 建築時期 

ク 床面積 

ケ 建築面積 

コ 家賃又は間代に関する事項 

サ 設備に関する事項 

シ 増改築及び改修工事に関する事項 

ス 世帯の存しない住宅の種別 

 

(3) 世帯に関する事項 

ア 世帯主又は世帯の代表者の氏名 

イ 種類 

ウ 構成 

エ 年間収入 

 

(4) 家計を主に支える世帯員又は世帯主に関す

る事項 

ア 従業上の地位 

イ 通勤時間 

ウ 東日本大震災による転居に関する事項 

エ 現住居に入居した時期 

オ 前住居に関する事項 

カ 子に関する事項 

 

(5) 住環境に関する事項 

 

(6) 現住居以外の住宅及び土地に関する事項 

ア 所有関係に関する事項 

イ 所在地 

ウ 面積に関する事項 

エ 利用に関する事項 

 

６ 調査の方法 

調査は、都道府県知事等が任命した調査員が各

調査対象を訪問して調査票を配布し、後日取集す

る方法により行った。なお、調査票の取集に代え

て、世帯がインターネットにより回答する（オン

ライン調査）ことも可能とした。 

 

７ 結果の公表 

速報集計による結果は速報値であり、確報集計

による結果とは必ずしも一致しない。 

調 査 の 概 要  



 

住 宅 

一戸建の住宅やアパートのように完全に区画され

た建物の一部で、一つの世帯が独立して家庭生活を営

むことができるように建築又は改造されたものをい

う。 

ここで、「完全に区画された」とは、コンクリート

壁や板壁などの固定的な仕切りで、同じ建物の他の部

分と完全に遮断されている状態をいう。 

また、「一つの世帯が独立して家庭生活を営むこと

ができる」とは、次の四つの設備要件を満たしている

ことをいう。 

①一つ以上の居住室 

②専用の炊事用流し(台所) 

③専用のトイレ 

④専用の出入口 
（屋外に面している出入口又は居住者やその世帯への訪問

者がいつでも通れる共用の廊下などに面している出入口） 
 

したがって、上記の要件を満たしていれば、ふだん

人が居住していなくても、ここでいう「住宅」となる。 

また、ふだん人が居住していない住宅を「居住世帯

のない住宅」として、次のとおり区分した。 

 

一時現在者のみの住宅 

昼間だけ使用している、何人かの人が交代で寝泊ま

りしているなど、そこにふだん居住している者が一人

もいない住宅 

 

空き家 

・二次的住宅 

別 荘･････週末や休暇時に避暑・避寒・保養など

の目的で使用される住宅で、ふだんは人が住ん

でいない住宅 

その他･････ふだん住んでいる住宅とは別に、残

業で遅くなったときに寝泊まりするなど、たま

に寝泊まりしている人がいる住宅 

・賃貸用の住宅 

新築・中古を問わず、賃貸のために空き家にな

っている住宅 

・売却用の住宅 

新築・中古を問わず、売却のために空き家にな

っている住宅 

・その他の住宅 

上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、

転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって

不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すこ

とになっている住宅など 

建築中の住宅 

住宅として建築中のもので、棟上げは終わっている

が、戸締まりができるまでにはなっていないもの（鉄

筋コンクリートの場合は、外壁が出来上がったもの）。 

なお、戸締まりができる程度になっている場合は、

内装が完了していなくても、「空き家」とした。 

 

また、建築中の住宅でも、ふだん人が居住している

場合には、建築中とはせずに人が居住している住宅と

した。 

 

住宅以外で人が居住する建物 

住宅以外の建物でも、ふだん人が居住していれば調

査の対象とした。この住宅以外の建物には、次のもの

が含まれる。 

① 会社・官公庁・団体の独身寮などのように、生

計を共にしない単身の従業員をまとめて居住さ

せる「会社等の寮・寄宿舎」 

② 学校の寄宿舎などのように、生計を共にしない

単身の学生・生徒をまとめて居住させる「学校等

の寮・寄宿舎」 

③ 旅館や宿泊所・保養所などのように、旅行者な

ど一時滞在者の宿泊のための「旅館・宿泊所」 

④ 下宿屋、社会施設・病院・工場・作業場・事務

所などや建設従業者宿舎のように臨時応急的に

建てられた建物で、住宅に改造されていない「そ

の他の建物」 

なお、この調査で、「人が居住している」、「居住し

ている世帯」などという場合の「居住している」とは、

ふだん住んでいるということで、調査日現在当該住居

に既に３か月以上にわたって住んでいるか、あるいは

調査日の前後を通じて３か月以上にわたって住むこ

とになっている場合をいう。 

 

主世帯、同居世帯 

１住宅に１世帯が住んでいる場合はその世帯を

「主世帯」とし、１住宅に２世帯以上住んでいる場

合には、そのうちの主な世帯（家の持ち主や借り主

の世帯など）を「主世帯」とし、他の世帯を「同居

世帯」とした。 

なお、単身者が友人と共同でアパートの１室を借り

て住んでいる場合など、１住宅に二人以上の単身者が

住んでいる場合は、便宜、そのうちの一人を「主世帯」

とし、他の人は一人一人を「同居世帯」とした。 

 

普通世帯、準世帯 

「普通世帯」とは、住居と生計を共にしている家族

などの世帯をいう。家族と一緒に間借りや同居してい

る世帯及び一人で一戸を構えて暮らしている世帯も

「普通世帯」とした（主世帯は、全て「普通世帯」で

ある）。住宅に住む同居世帯や住宅以外の建物に住む

世帯の場合は、家族と一緒に住んでいたり、寮・寄宿

舎の管理人の世帯であれば「普通世帯」とした。 

「準世帯」とは、単身の下宿人・間借り人、雇主と

同居している単身の住み込みの従業員や、寄宿舎・旅

館など住宅以外の建物に住んでいる単身者又はそれ

らの人々の集まりの世帯をいう。 

主 な 用 語 の 解 説  

共用であっても、他の世
帯の居住部分を通らず
に、いつでも使用できる
状態のものを含む。


